
◎
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法

律

（
平
成
二
二
年
三
月
三
一
日
法
律
第
五
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
二
年
二
月
一
九
日
・
衆
議
院
総
務
委
員
会
）

○
原
口
国
務
大
臣
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地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
そ
の

提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
財
政
の
収
支
が
引
き
続
き
著
し
く
不
均
衡
な
状
況
に
あ
る
こ
と
等

に
か
ん
が
み
、
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
と
と
も
に
、

各
種
の
制
度
改
正
等
に
伴
っ
て
必
要
と
な
る
行
政
経
費
の
財
源
を
措
置
す

る
た
め
、
地
方
交
付
税
の
単
位
費
用
を
改
正
す
る
等
の
必
要
が
あ
り
ま

す
。次

に
、
法
律
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
御
説
明
申
し
上
げ
ま

す
。ま

ず
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
に
つ
き
ま
し
て

は
、
地
方
交
付
税
の
法
定
率
分
に
、
法
定
加
算
額
等
を
加
え
、
交
付
税
特

別
会
計
に
お
け
る
借
入
金
利
子
支
払
い
額
を
控
除
し
た
額
に
、
雇
用
情
勢

等
を
踏
ま
え
た
当
面
の
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
施
策
の
実
施
に
必
要
な

財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
一
兆
四
千
八
百
五
十
億
円
を
加
算
し
た
額
十
六

兆
八
千
九
百
三
十
五
億
円
と
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

次
に
、
平
成
二
十
二
年
度
に
予
定
さ
れ
て
い
た
交
付
税
特
別
会
計
に
お

け
る
借
入
金
の
償
還
を
平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
繰
り
延
べ
る
と
と
も

に
、
平
成
二
十
三
年
度
か
ら
平
成
三
十
七
年
度
ま
で
の
間
に
お
け
る
国
の

一
般
会
計
か
ら
同
特
別
会
計
へ
の
繰
り
入
れ
に
関
す
る
特
例
等
を
改
正
す

る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
措
置
と
し
て
雇
用
対
策
・
地
域
資

源
活
用
臨
時
特
例
費
を
設
け
る
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
度
分
の
普
通
交
付

税
の
算
定
に
用
い
る
単
位
費
用
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

あ
わ
せ
て
、
公
営
競
技
を
施
行
す
る
地
方
公
共
団
体
の
地
方
公
共
団
体

金
融
機
構
に
対
す
る
納
付
金
の
納
付
制
度
を
五
年
間
延
長
す
る
と
と
も

に
、
平
成
二
十
二
年
度
に
限
り
、
地
方
財
政
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
起

こ
す
地
方
債
の
ほ
か
、
適
正
な
財
政
運
営
を
行
う
に
つ
き
必
要
と
さ
れ
る

財
源
に
充
て
る
た
め
、
地
方
債
を
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
旨
の
特

例
を
設
け
る
こ
と
と
す
る
ほ
か
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
貸
し
付
け
ら

れ
た
旧
資
金
運
用
部
資
金
等
の
繰
り
上
げ
償
還
に
係
る
措
置
を
三
年
間
延

長
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

さ
ら
に
、
子
ど
も
手
当
の
創
設
に
伴
い
地
方
特
例
交
付
金
を
拡
充
す
る

こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
で
あ
り
ま
す
。

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
三



何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
日
）

○
近
藤
昭
一
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
案
に
つ
き
ま
し
て
申

し
上
げ
ま
す
。

ま
ず
、
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
及
び
地
方
交
付
税
法

等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
つ
き
ま
し
て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る

審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

両
案
の
要
旨
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。
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次
に
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
地
方
団
体

が
行
う
雇
用
情
勢
等
を
踏
ま
え
た
当
面
の
地
域
の
活
性
化
に
資
す
る
施
策

の
実
施
に
必
要
な
財
源
を
確
保
す
る
た
め
に
一
兆
四
千
八
百
五
十
億
円
を

加
算
す
る
等
平
成
二
十
二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
措
置
を

講
ず
る
ほ
か
、
平
成
二
十
二
年
度
に
お
け
る
措
置
と
し
て
雇
用
対
策
・
地

域
資
源
活
用
臨
時
特
例
費
を
設
け
る
と
と
も
に
、
各
種
の
制
度
改
正
等
に

伴
っ
て
必
要
と
な
る
行
政
経
費
の
財
源
を
措
置
す
る
た
め
地
方
交
付
税
の

単
位
費
用
等
の
改
正
を
行
い
、
ま
た
、
公
営
競
技
納
付
金
制
度
及
び
地
方

公
共
団
体
に
対
し
て
貸
し
付
け
ら
れ
た
旧
資
金
運
用
部
資
金
等
の
繰
り
上

げ
償
還
に
係
る
措
置
を
延
長
し
、
あ
わ
せ
て
、
子
ど
も
手
当
の
創
設
に
伴

い
地
方
特
例
交
付
金
を
拡
充
す
る
等
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
去
る
二
月
十
六
日
本
会
議
に
お
い
て
趣
旨
説
明
及
び
質
疑
が

行
わ
れ
、
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
同
月
十
九
日
原
口
総
務
大
臣
か
ら
提
案
理

由
の
説
明
を
聴
取
し
、
同
月
二
十
四
日
、
三
月
一
日
及
び
本
日
質
疑
を
行

い
、
こ
れ
を
終
局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
を
行
い
、
採
決
い
た

し
ま
し
た
と
こ
ろ
、
両
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
い
ず
れ
も
原
案
の
と
お

り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

な
お
、
委
員
会
に
お
い
て
、
地
方
税
財
政
基
盤
の
早
期
確
立
に
関
す
る

件
に
つ
い
て
決
議
を
行
い
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。
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○
決
議（
平
成
二
二
年
三
月
二
日
）

（
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
二
二
法
四
）
の
決
議
と

一
括
し
て
掲
載
）

三
、
参
議
院
総
務
委
員
長
報
告（
平
成
二
二
年
三
月
二
四
日
）

○
佐
藤
泰
介
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
総
務
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上
げ
ま

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
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四



す
。
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次
に
、
地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
は
、
平
成
二
十

二
年
度
分
の
地
方
交
付
税
の
総
額
の
特
例
措
置
を
講
ず
る
ほ
か
、
地
方
交

付
税
の
単
位
費
用
等
の
改
正
を
行
う
と
と
も
に
、
公
営
競
技
納
付
金
制
度

及
び
公
的
資
金
補
償
金
免
除
繰
上
償
還
措
置
を
延
長
し
、
あ
わ
せ
て
、
子

ど
も
手
当
の
支
給
に
伴
う
地
方
特
例
交
付
金
の
制
度
の
拡
充
等
を
行
お
う

と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
住
民

税
の
扶
養
控
除
見
直
し
と
子
ど
も
手
当
創
設
と
の
峻
別
の
必
要
性
、
地
方

交
付
税
増
額
が
地
方
の
自
由
に
な
る
財
源
増
額
と
な
ら
な
い
地
方
財
政
計

画
の
問
題
点
、
民
主
党
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
の
暫
定
税
率
廃
止
と
現
行
税
負

担
水
準
維
持
と
の
矛
盾
、
た
ば
こ
税
増
税
に
伴
う
葉
た
ば
こ
農
家
等
へ
の

支
援
策
、
地
方
交
付
税
の
削
減
過
程
と
臨
時
財
政
対
策
債
の
功
罪
、
住
民

税
に
係
る
制
度
改
正
が
低
所
得
者
の
生
活
に
与
え
た
影
響
等
に
つ
い
て
質

疑
が
行
わ
れ
ま
し
た
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
自
由
民
主
党
・
改
革

ク
ラ
ブ
を
代
表
し
て
礒
崎
陽
輔
理
事
よ
り
、
地
方
税
法
等
一
部
改
正
案
に

反
対
、
地
方
交
付
税
法
等
一
部
改
正
案
に
賛
成
、
民
主
党
・
新
緑
風
会
・

国
民
新
・
日
本
を
代
表
し
て
武
内
則
男
理
事
よ
り
両
法
律
案
に
賛
成
、
日

本
共
産
党
を
代
表
し
て
山
下
芳
生
委
員
よ
り
両
法
律
案
に
反
対
す
る
旨
の

意
見
が
そ
れ
ぞ
れ
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
局
し
、
順
次
採
決
の
結
果
、
ま
ず
、
地
方
税
法
等
一
部
改
正

案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
可
否
同
数
と
な
り
ま
し
た
の
で
、
国
会
法
第
五
十

条
に
よ
り
、
委
員
長
は
本
法
律
案
を
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決

定
い
た
し
ま
し
た
。

次
に
、
地
方
交
付
税
法
等
一
部
改
正
案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
多
数
を

も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

地
方
交
付
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

一
五


